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業務改善計画の進捗に関するご報告（NEXTに関する取り組み 第１回） 

 

 

当社は、2025年８月６日に受領した行政処分（業務改善命令）を受けて、策定した業務改善計画の進捗について、以下

のとおりご報告いたします。業務改善計画推進のため、2025年11月17日開催の取締役会において、「業務改善会議の新設」

及び「業務改善委員会の発足」について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

当社は、2025年10月15日に掲げたコーポレートスローガン「NEXT」のもと、「会社の実務価値はお客さまのために発揮

されるもの」との認識を全社員で共有し、より価値ある企業へと変革すべく、全社一丸となって業務改善に取り組んでま

いります。 

 なお、当社は今後、当該業務改善計画の進捗状況について、６ヶ月毎に関東財務局に報告してまいります（初回報告基

準日：2026年４月末日）。 

 

 

【業務改善会議の新設について】 

当社は、今後の事業展開及び改善策の具体的な実現を目的として、2025年12月１日に新会議体「業務改善会議」を設置

いたします。本会議は、業務改善計画に基づく改善施策の実効性を検証するとともに、改善活動の推進や定期的な全社員

アンケート等を通じて、現場社員の意見を積極的に採り入れる場として運営いたします。また、会議体の設立により、課

題解決と進捗状況の社内共有を一層強化してまいります。 

 

 

【業務改善会議の概要】 

１． 設立目的 

 業務改善計画の着実な実行に向けた議論及び意思決定を行います。会議の事務局は業務改善委員会が担当します。 

 

２． 会議体の構成 

 常勤取締役・常勤監査役、関連部門長等 

 

３． 開催頻度 

 原則として月１回開催し、ワーキンググループの活動内容については随時情報共有を行います。 

 

４． 取締役会報告 

 決定事項や議論内容については、原則として毎月取締役会に報告します。 

 

 

【業務改善委員会の発足について】 

2025年12月１日に「業務改善委員会」を立ち上げ、委員長は執行役員の岩水忠実が務めます。同委員会は、業務改善会

議の運営及び事務局機能を担い、各部門と連携し、ワーキンググループの指導・監督を行います。定例会は月２回開催し、



進捗状況の報告及び議論内容を業務改善会議へ提出します。 

現場社員が主体的に参画し、経営層と現場が一体となる仕組みづくりにより、迅速かつ実効性のある経営を実現してま

いります。 

 

 

【ワーキンググループの設置について】 

 各業務改善策の検討や現場の課題抽出を担う「ワーキンググループ」を設置し、若手管理職層及び一般社員が中心とな

って改善活動を進めます。ワーキンググループで検討された内容は集約され、業務改善策の具体化及び経営層への提案・

情報提供に活用されます。 

 当社では、以下４分野においてワーキンググループを設置いたします。 

 

・保険募集管理態勢 

・顧客管理態勢 

・法令等遵守態勢 

・経営管理（ガバナンス）態勢 

 

各ワーキンググループでは活動の実効性を適切に検証し、PDCAサイクルに則って各関連部門と連携し、着実な業務改善

を推進いたします。 

 

 上記の取り組みを通じて、当社は業務改善計画の確実な遂行に努め、業界のリーディングカンパニーとして模範となる

企業運営を目指してまいります。 

 

 

【全体概要イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※ご参考：2025年10月15日 コーポレートスローガン「NEXT」策定のお知らせ 

  https://pdf.irpocket.com/C7388/w4ok/u2YJ/eDF1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【当期以降の業績予想に与える影響の見込み】 

現時点では、今後の業績予想に大きな影響を及ぼす新たな要因は確認されておりません。今後、開示すべき重要な事項

が判明した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

 

【お問い合わせ窓口】 

本件に関するお問い合わせは、皆さまへの公平性を確保する観点から、文書（メールまたはお問い合わせフォーム）に

て承っております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

メールでのお問い合わせ先 ：ir_report@fpp.jp 

お問い合わせフォーム   ：https://fpp.jp/ir_inquiry/ 

 

 

以 上 
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